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現  行 見 直 し 後 

第２章 総 論 

１ 理 念 

「健康長寿やまがたの実現」 

健康は、子どもからお年寄りまで、全ての県民の暮らしの礎です。 

高齢化が進展する中、生涯を通じ、喜びと生きがいを感じながら自立と尊厳をもって暮ら

すことのできる社会づくりに取り組んでいくことは、県民の暮らしの満足度を高めるうえで

重要です。 

また、健康は、本人だけではなく、家族や会社、地域にとっても貴重な資源であり、財産

です。高齢化の進展により医療や介護に係る費用の負担が、今後一層増すと予想される状況

下において、持続可能な活力ある社会を築いていくためにも「健康長寿やまがたの実現」が

求められます。 

 

 

 

 

 

 

２ 全体目標 

「健康寿命を延ばす」 

健康寿命とは、国の健康日本２１（第２次）において「健康上の問題で日常生活が制限さ

れることなく生活できる期間」と定義されています。 

それは、生涯のうち、元気で心豊かな生活のできる期間でもあります。 

医療の進歩などにより本県の平均寿命は延びていますが、第３次山形県総合発展計画の県

づくり構想の３本の柱の１つである「安心が根づき、楽しさや充実感のある暮らし」を実現

するためには、元気で心豊かな生活のできる期間を長くすることが大切です。 

このため、生涯にわたり活力に満ちた安心と喜びの広がる「健康長寿やまがたの実現」を

目指し、健康寿命を延ばすための取組みを総合的に推進することとします。 
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第２章 総 論 

１ 理 念 

「健康長寿県やまがたの実現」 

健康であることは、すべての人の願いであり、県民が安心して活き活きと暮らしていくた

めの大切な基盤であります。 

このため、県では、平成２５年に「健康やまがた安心プラン」を策定し、食生活をはじめ

とする生活習慣の改善や心の健康づくり、がんや脳血管疾患等の生活習慣病の発症予防、重

症化予防に取り組んでまいりました。 

その結果、食塩摂取量の減少や、運動習慣のある県民の割合は高まり、県民のがん検診受

診率は全国トップレベルとなり、がんや脳血管疾患の死亡率が低下傾向にあるといった成果

が出ております。 

一方、人生100年時代とも言われ、本県においては、これまで経験したことのない人口減少

社会に直面しており、加えて、団塊の世代が後期高齢者となる2025年を目前に控え、高齢化

が特に進む本県においては、県民が総活躍し、本県の活力を維持し伸ばしていくことが喫緊

の課題です。 

 

 

 

２ 全体目標 

 

 

 

 

（略） 
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現  行 見 直 し 後 

３ 取組方針 

（１）県民主体の取組みの推進 

○ 健康づくりの主体は個人であることから、県民一人ひとりが自らの生活習慣を見直し行 

動変容を起こすとともに、それを継続することが大切です。 

○ 県民が健康への意識を高め、自分に合った健康づくりの方法を見つけ、山形の豊かな食 

や自然環境を取り入れ、楽しみながら健康を維持増進していくことのできる取組みを促 

進します。 

（２）健康づくりを支援する環境整備の推進 

○ 個人が健康づくりを進めていくためには、生活習慣を改善し、健康づくりに取り組もう 

とする個人を社会全体で支援していく環境を整備することが効果的です。 

○ 行政及び関係機関・団体等（健康づくり関係者）が、それぞれの特性を活かしつつ、連 

携することにより、個人が健康づくりに取り組むための環境を整備するとともに、地域     

や社会の絆、職場の支援等により、社会全体で県民の健康を支え、守る環境の整備を推進

します。 

○ 各種保健事業を実施している市町村や保険者等が連携し、すべての県民が地域や職域の 

別を問わず、生涯を通じて共通の基盤に立った保健サービスが受けられるよう、地域保 

健、職域保健及び学校保健の関係者間の連携を強化することにより保健活動の充実を図り

ます。 

また、高齢化の進展に対応し、保健・医療・福祉関係者の連携体制の一層の充実を図  

り、疾病等の重症化予防、心身機能の維持向上を推進します。 

○ 特に、がんについては、県民が安心して暮らせる医療提供体制の充実を推進します。 

○ 県民と地域社会がともに「健康長寿やまがたの実現」に向かって健康づくり県民運動を 

展開します。 
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３ 取組方針 

（１）県民主体の取組みの推進 

 

 

（略） 

 

 

（２）健康づくりを支援する環境整備の推進 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 今後５年間の重点的に取り組む方向性 

○方向性１  県民の主体的な生活習慣の改善と、健（検）診受診による早期発見・早期治療を健康づ

くりの基礎的取組みとして引き続き取組む。 

○方向性２  県民に対する情報提供を充実し、正しい知識に基づいた効果的な健康づくりを推進する。 

○方向性３  一日の大半を職場で過ごし、健康づくりに関心があっても取組みが進まないと考えられ

る働き盛り世代に対し、事業主や医療保険者と連携して、職場環境の整備や本人への意識

付けを推進する。（例．特定保健指導） 

○方向性４  改めて県民や行政、健康づくり関係者等の役割等を明確にし、県民が主体的に健康づくり

に取り組むことができる環境整備の促進を図る。 
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現  行 見 直 し 後 
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（略） 
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現  行 見 直 し 後 

４ 健康づくり関係者の役割 

（１）県 

本計画を推進し、全体目標や各章ごとの目標を達成するため、市町村や健康づくり関 

係団体等と連携・協働しながら、健康づくりを総合的かつ効果的に推進します。 

● 健康づくりのビジョンや方向性の提示 

● 市町村や関係団体等と連携した全県的な健康づくりの推進 

● 市町村や関係団体等が行う健康づくりの取組みへの支援 

● 市町村や関係団体等、関係者の役割分担と連携のための総合調整 

 

（２）市町村 

住民に身近な行政機関として、住民参加の促進、地区組織等の育成・活性化、環境整備 

等、地域の特性に応じた特色ある健康づくり事業を展開し、地域住民の健康づくりを総合 

的に推進していくことが期待されます。 

その際、保健福祉部門と国民健康保険部門とが相互に連携し、ハイリスクアプローチと 

ポピュレーションアプローチ（☞１）を組み合わせ、両面から健康づくりを推進すること

が重要です。 

また、母子保健施策や介護予防関連施策等と協調して事業を推進していく必要があり 

ます。 

● 住民一人ひとりの主体的な健康づくりに対する支援 

● 住民に対する普及啓発・情報提供 

● 地区組織や健康づくりボランティア等の養成・育成 

● 県、学校、職域及び関係団体等との連携・協働 

● 健康増進計画の策定及び地域特性を活かした健康づくりの実施 

● 健康増進法に基づく健康増進事業の実施 

● がん検診や歯周疾患検診等の実施 

● 住民の利便性を確保した健診体制の推進と受診勧奨 
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☞１ ハイリスクアプローチとポピュレーションアプローチ 

住民への健康づくりの働きかけには、一般的に大きく２つの手法があります。 

１つは、高血圧や高血糖等、疾病の危険因子を抱える特定の個人に対象を絞った働きかけ

の手法で「ハイリスクアプローチ」と呼ばれています。 

もう１つは対象を限定しないで広く住民全体に呼びかける手法で「ポピュレーションアプロ

ーチ」と呼ばれています。 

─ 10 ─ 

４ 健康づくり関係者の役割 

（１）県 

本計画を推進し、全体目標や各章ごとの目標を達成するため、市町村や健康づくり関 

係団体等と連携・協働しながら、健康づくりを総合的かつ効果的に推進します。 

● 健康づくりのビジョンや方向性の提示 

● 市町村や関係団体等と連携した全県的な健康づくりの推進 

● 市町村や関係団体等が行う健康づくりの取組みへの支援 

● 市町村や関係団体等、関係者の役割分担と連携のための総合調整 

● データヘルス計画 

（２）市町村 

住民に身近な行政機関として、住民参加の促進、地区組織等の育成・活性化、環境整備 

等、地域の特性に応じた特色ある健康づくり事業を展開し、地域住民の健康づくりを総合 

的に推進していくことが期待されます。 

その際、保健福祉部門と国民健康保険部門とが相互に連携し、ハイリスクアプローチと 

ポピュレーションアプローチ（☞１）を組み合わせ、両面から健康づくりを推進すること

が重要です。 

また、母子保健施策や介護予防関連施策等と協調して事業を推進していく必要があり 

ます。 

● 住民一人ひとりの主体的な健康づくりに対する支援 

● 住民に対する普及啓発・情報提供 

● 地区組織や健康づくりボランティア等の養成・育成 

● 県、学校、職域及び関係団体等との連携・協働 

● 健康増進計画の策定及び地域特性を活かした健康づくりの実施 

● 健康増進法に基づく健康増進事業の実施 

● がん検診や歯周疾患検診等の実施 

● 住民の利便性を確保した健診体制の推進と受診勧奨 

● データヘルス計画による 
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☞１ ハイリスクアプローチとポピュレーションアプローチ 

 

 

（略） 
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現  行 見 直 し 後 

（３）学校等 

子どもの頃から健やかな生活習慣を身につけることは、生涯にわたり健康で豊かな人間

性を育む基礎となることから重要です。望ましい生活習慣や生活リズムを身につけ、将来

の生活習慣病の予防につながる健康教育の取組みを学校や保育所等が家庭や地域と連携

しながら進めていくことが期待されます。 

● 集団生活を通した社会生活の基礎及び望ましい生活習慣の確立 

● 家庭や地域社会等との連携・協働 

 

（４）職域 

労働者の心身の健康を守るため、労働安全衛生法に基づく定期健診、保健指導、メンタ

ルヘルス対策、労働環境の整備、効果的な分煙対策等に積極的に取り組むことが期待され

ます。 

特定健診・特定保健指導及び努力義務であるがん検診については、地域保健・職域保健

連携推進協議会等を活用して地域や医療保険者と連携しながら実施することが必要です。 

 

● 労働安全衛生を遵守するための組織体制の整備 

● 定期健診や保健指導、メンタルヘルス対策等を通じた職員の健康管理の充実 

● 利用者の利便性を確保した健診体制の推進と受診勧奨 

● 安全衛生に配慮した快適な職場環境の整備、受動喫煙防止対策等の積極的な取組み 

● ワーク・ライフ・バランスの推進 

 

 

 

（５）医療保険者 

医療保険者には、特定健診、特定保健指導の実施が義務づけられています。 

実施にあたっては、がん検診や歯周疾患検診等の実施主体である市町村との連携、保険

者協議会、地域保健・職域保健連携推進協議会、歯科保健医療推進協議会等の活用、事業

所との連携を図り、円滑に進めていくことが期待されます。 

● 特定健診・特定保健指導の実施 

● 加入者や被扶養者に対する利便性に配慮した健康診断の機会の確保や生活習慣病の

ハイリスク者に対する保健指導の実施等、生活習慣病の予防・重症化予防の推進 

● 行政、各種協議会、事業所、地域保健関係者、他の医療保険者との連携・協働 

● 利用者の利便性を確保した健診体制の推進と受診勧奨 

 

─ 11 ─ 

（３）学校等 

  

 

 

（略） 

 

 

 

（４）職域 

労働者の心身の健康を守るため、労働安全衛生法に基づく定期健診、保健指導、メンタ

ルヘルス対策、労働環境の整備、効果的な分煙対策等に積極的に取り組むことが期待され

ます。 

特定健診・特定保健指導及び努力義務であるがん検診については、地域保健・職域保健

連携推進協議会等を活用して地域や医療保険者と連携しながら実施することが必要です。 

 

● 労働安全衛生を遵守するための組織体制の整備 

● 定期健診や保健指導、メンタルヘルス対策等を通じた職員の健康管理の充実 

● 利用者の利便性を確保した健診体制の推進と受診勧奨 

● 安全衛生に配慮した快適な職場環境の整備、受動喫煙防止対策等の積極的な取組み 

● ワーク・ライフ・バランスの推進 

また、従業員の高齢化、人手不足に対応するため、従業員の健康づくりを経営上の戦略

として実践する「健康経営」に取り組むことが新たに求められています。 

 

（５）医療保険者 

  

 

 

 

（略） 
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現  行 見 直 し 後 

（６）関係団体等 

医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会、栄養士会、歯科衛生士会、放射線技師会等

の健康関連の専門団体や専門職は、保健、医療、福祉の各分野において、それぞれの専門

的な立場から、県民や家庭、地域、学校、職域の健康づくりのための活動に積極的に参画

し、健康づくり県民運動へ参加することが期待されます。 

 

（７）ボランティア団体等 

食生活の改善やスポーツの普及、喫煙対策等、地域住民の生活に身近な健康づくりに関

連する活動を行っているボランティア団体・地区組織・ＮＰＯ法人等は、日ごろから多く

の住民と密接に関わっているため、住民の生活に即したきめ細やかな活動を通した健康づ

くり支援活動を行うことが期待されます。 

● 家族、隣人、友人等の健康づくりの支援 

● 地域住民や関係団体等との協働 

● 行政、関係団体等が行う取組み、事業等への参画 

 

（８）産業界 

食生活の改善、運動習慣の定着等を広く県民の間に普及定着させるためには、スーパー

マーケット、コンビニエンスストア、飲食店等の食品関連業界やフィットネス業界等、県

民生活に直結した産業界の幅広い取組みが重要です。 

また、県、市町村や関係団体等が実施する健康づくり施策等に対する連携・協働した活

動が期待されます。 

● 健康づくりに関するサービス及び適切な情報の提供 

● 健康づくりに関する自主的な取組みの推進 

● 行政や関係団体等が行う取組みへの協力及び連携・協働した活動の展開 

 

（９）マスメディア 

県民の行動変容に大きな影響を与えることから、県民の健康づくりを支援するため、科

学的根拠に基づく適切な情報を分かりやすく伝達するとともに、健康長寿やまがたの実現

に向けて機運を醸成する役割が期待されます。 

● 健康づくりに関する適切で分かりやすい情報伝達 

● 行政や関係団体等と連携・協働した取組み 

 

─ 12 ─ 

 

 

（６）関係団体等 

  

 

（略） 

 

 

（７）ボランティア団体等 

  

 

 

（略） 

 

 

 

 

（８）産業界 

  

 

 

（略） 

 

 

 

 

 

（９）マスメディア 

   

 

 

（略） 
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現  行 見 直 し 後 

（10）医療機関 

医療の提供に加え、各種健康診断・精密検査の実施、医療情報の提供、県や市町村の健

康づくり施策への参加協力等、県民の健康づくりの専門機関として重要な役割を担ってい

ます。 

特に、かかりつけ医、かかりつけ歯科医は、県民に身近な健康づくりの専門家として、

治療に加え、健康の維持増進についての適切な指導・助言、疾病等の発症・重症化の予防

に向けた取組みが期待されます。 

がん診療連携拠点・指定病院は、高度ながん医療の提供、治療の初期から回復期まで切

れ目のない医療を提供する地域医療連携体制の構築、がん医療を支える人材の育成、相談

への対応等の役割を担います。 

● 安全・安心な医療の提供 

● 疾病等の発症・重症化の予防の徹底 

● 行政や関係団体等が行う取組みへの連携・協力及び専門機関・専門家としての科学

的根拠に基づいた指導・助言 

 

（11）検診機関 

疾病等の早期発見、早期治療に重要な役割を担っています。 

検診精度の維持向上及び効果的な検診手法の導入や、検診の質の維持向上に努めること

が期待されます。 

また、受診率の向上を目指し、検診の普及啓発を積極的に行うことが期待されます。 

● 利用者の利便性を確保した検診体制の推進と受診勧奨 

 

（12）大学等 

健康づくり関係者の人材を養成する役割を担っています。 

また、学術的見地から行政や関係団体等が行う取組みへの積極的な参画が期待されます。 
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（10）医療機関 

   

 

 

 

 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

（11）検診機関 

  

 

 

（略） 

 

 

 

（12）大学等 

（略） 
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